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■児童虐待とは…

身体的虐待

殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけど

を負わせるなど

性的虐待

子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノ

グラフィの被写体にするなど

ネグレクト

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、

重い病気になっても病院に連れて行かないなど

心理的虐待

言葉による脅
おど

し、無視、兄弟間での差別的扱い、子

どもの目の前で家族に対して暴力をふるうなど

■東浦町の相談件数

　児童虐待相談

　平成26年度…４件→平成27年度…54件

　養護その他相談

　平成26年度…28件→平成27年度…31件

その笑顔　未来を照らす　道しるべ

周りの人が虐待に気付くきっかけチェックリスト

●通報・相談（秘密は厳守します。）

　・児童相談所全国共通ダイヤル

　　 １８９（いちはやく）

　・役場　児童課　内線１４５

　・知多福祉相談センター（半田市宮路町１-１）

　　 ０５６９－２２－３９３９

「虐待かも…」と気づいたら…

家族にいやなことを言われたり、

殴られたりして痛い思いをしていたら…

子育てに悩んでいたら…

すぐにお電話を !!

児童虐待を防止するにはまず相談を

□いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴っ

ている声が聞こえる

□不自然な外傷（あざ、打撲、やけど）などが見ら

れる

□極端な栄養障害や発育の遅れが見られる（低

身長、低体重）

□衣服や身
からだ

体が極端に不潔である

□食事に異常な執着を示す

□ひどく落ち着きがなく乱暴、情緒不安定である

□表情が乏しく活気がない（無表情）

□態度がおどおどしており、親や大人の顔色を

うかがったり、親を避けようとしたりする

□誰かれなく大人に甘え、警戒心が薄い

□夜遅くまで遊んだり、徘
はいかい

徊している

□家に帰りたがらない

子どもの様子

11月は

□地域や親族などと交流がなく、孤立して

いる

□小さい子どもを家に置いたまま、よく外出

している

□子どもの養育に関して拒否的、無関心で

ある

□子どもを甘やかすのはよくないと強調する

□子どもに対して拒否的な発言をする

□気分の変動が激しく、子どもや他人にかん

しゃくを爆発させることが多い

□子どもがケガをしたり、

病気になっても医者に診

せようとしない

□子どものケガについて不

自然な説明をする

保護者の様子

防止推進月間


